
2,000㎡以上の土地売買等の契約締結

土地取引の届出
条例第49条第1項

練馬区まちづくり条例に関する手続きの流れ

契約締結日から起算して14日以内

大規模建築物に係る標識
条例第53条第1項

特定用途建築物に係る標識
条例第62条第1項

自動車駐車場等に係る標識
条例第90条第1項

墓地等の設置等に係る標識
条例第81条第1項

土地取引の届出日から起算して7日以内

届出不要

標識設置届出
条例第50条第2項

標識設置日から起算して5日以内

開発事業を目的としていますか？

土地取引に係る標識の設置不要

いいえ

はい いいえ 例）転売

宅地開発事業に係る標識
条例第71条第1項

※1 各標識の設置要否、設置時期について
は担当部署へご確認ください。

契約締結日から起算して６か月以内に
以下のいずれかの標識を設置しますか？ (※1)

１日目

14日以内(※2)

１日目

７日以内

１日目

５日以内(※2)

※2 届出の提出期限日が閉庁日の場合、翌開庁日が提出期限となります。

土地取引に係る標識の設置
条例第50条第1項

担当窓口：都市計画課

担当窓口：経済課（集客施設）
開発調整課（集客施設以外）

担当窓口：環境課

担当窓口：生活衛生課

担当窓口：経済課（集客施設）
開発調整課（集客施設以外）

担当窓口：開発調整課

担当窓口：都市計画課

はい


